
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  復興特別法人税に係る加算税の取扱い 

Ｑ：復興特別法人税に係る加算税の取扱い

が明らかにされたそうですが、どのような内

容になっているのですか？ 

 

Ａ：次のような内容になっています。 

【解説】 

さきごろ、国税庁から復興特別法人税に係

る加算税の取扱いが明らかにされました。 

内容は次のとおりです。 

 ①法人税に準用 

  基本的な事項(正当な理由があると認めら

れる事実や更正があるべきことを予知してさ

れた修正申告書の提出など)は、法人税の加算

税の取扱いに準じて取り扱われます。 

 ②法人税の修正申告に伴い復興特別法人税の

申告書を提出した場合 

法人税の確定申告において課税標準がなか

ったため復興特別法人税の申告書を提出しな

かった場合において、その後において法人税

の修正申告書を提出する際に復興特別法人税

の期限後申告をする場合は、その期限後申告

に係る復興特別法人税について無申告加算税

が課されます。 

 ③復興特別法人税についてゼロ申告があった

場合 

法人税の確定申告において課税標準がなか

ったため復興特別法人税の申告書の提出を要

しない法人が、課税標準額をゼロとし、かつ、

還付金額がない復興特別法人税の申告書を提

出した場合に、税務署長が行う処分は、決定

ではなく更正として扱われます。 
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